
　

暖
炉
や
薪
ス
ト
ー
ブ
等
を
利
用

す
る
方
が
近
年
増
え
て
い
ま
す
。

同
時
に
町
へ
煙
や
臭
い
に
関
す
る

相
談
が
住
民
の
方
か
ら
寄
せ
ら
れ

る
こ
と
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
に
注

意
し
、
適
切
な
使
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

①
十
分
に
乾
燥
し
た
薪
を
使
う

　

湿
っ
た
薪
は
多
量
の
煙
や
臭
い
、

煤す
す

や
タ
ー
ル
が
発
生
し
ま
す
。

②
薪
以
外
は
絶
対
に
燃
や
さ
な
い

　

ご
み
は
も
ち
ろ
ん
、
接
着
剤
・

塗
料
等
が
付
着
し
た
薪
も
悪
臭
や

有
害
物
質
を
発
生
さ
せ
ま
す
の
で
、

燃
や
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

③
定
期
的
に
点
検
・
掃
除
を
行
う

　

煙
突
に
煤す
す

が
溜
ま
っ
て
い
る
と
、

使
用
時
に
飛
散
し
て
近
所
迷
惑
に

な
る
ほ
か
、
引
火
し
て
火
災
の
原

因
に
な
り
ま
す
。
定
期
的
に
点

検
・
掃
除
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

④
ご
近
所
へ
の
配
慮

　

近
所
で
洗
濯
物
を
外
に
干
し
て

い
る
時
間
帯
は
使
用
を
控
え
る
な

ど
、
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
環
境
衛
生
係

 

（
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各
家
庭
で
灯
油
を
扱
う
機
会
が

増
え
る
冬
季
は
、
灯
油
の
流
出
事

故
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

灯
油
が
河
川
へ
流
出
し
て
し
ま

う
と
、
た
と
え
少
量
で
あ
っ
て
も
、

下
流
域
で
水
道
水
の
取
水
、
養
魚

場
・
農
作
物
な
ど
に
甚
大
な
被
害

を
及
ぼ
し
、
事
故
原
因
者
に
は
損

害
賠
償
・
油
除
去
・
土
壌
入
替
な
ど
、

多
岐
に
渡
り
、
事
故
処
理
を
行
う

責
任
が
生
じ
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
事
故
を
予
防
す
る
た

め
に
次
の
こ
と
を
必
ず
守
り
ま

し
ょ
う
。

① 

給
油
中
に
そ
の
場
を
離
れ
な
い

② 

給
油
後
、
バ
ル
ブ
の
閉
め
忘
れ

が
な
い
か
確
認
す
る

③ 

定
期
的
に
給
油
設
備
に
腐
食
や

亀
裂
等
が
な
い
か
点
検
を
行
う

　

万
が
一
、
灯
油
を
流
出
さ
せ
て

し
ま
っ
た
り
、
流
出
し
て
い
る
の

を
発
見
し
た
ら
、
流
出
防
止
措
置

を
取
っ
て
い
た
だ
き
、
す
ぐ
に
左

記
の
機
関
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

早
期
発
見
・
早
期
対
応
が
汚
染

の
拡
大
防
止
に
は
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
環
境
衛
生
係

 

（
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御
代
田
消
防
署

 

（
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１
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「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」は
、
高

校
・
短
大
・
大
学
・
専
修
学
校
な
ど

の
各
種
学
校
や
外
国
の
高
校
、
大

学
な
ど
に
入
学
・
在
学
す
る
お
子

さ
ま
を
お
持
ち
の
ご
家
庭
を
対
象

と
し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

融
資
額

　

お
子
さ
ま
一
人
に
つ
き
３
５
０

万
円
以
内

金
利

　

年
１
・
75
％

※ 

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
の
方
な

ど
は
年
１
・
36
％

　
（
平
成
29
年
11
月
10
日
現
在
）

返
済
期
間

　

15
年
以
内

※ 

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
の
方
な

ど
は
18
年
以
内

　

融
資
を
受
け
ら
れ
る
か
な
ど
の

申
し
込
み
に
関
す
る
ご
相
談
は
、

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

０
５
７
０

－

０
０
８
６
５
６

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）ま
た
は

　

０
３

－

５
３
２
１

－

８
６
５
６

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の

放
送
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文

学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒

業
し
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
幅
広

い
世
代
、
職
業
の
方
が
学
ん
で
い

ま
す
。

出
願
期
間

○
第
１
回　

　

平
成
29
年
12
月
１
日（
金
）

 

〜
平
成
30
年
２
月
28
日（
水
）

○
第
２
回　

　

平
成
30
年
３
月
１
日（
木
）

 

〜
３
月
20
日（
火
）

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
請
求
く
だ
さ

い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.ouj.ac.jp/

）で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ
先

　

放
送
大
学
長
野
学
習
セ
ン
タ
ー

 

０
２
６
６（
58
）２
３
３
２

　

現
在
、
上
下
水
道
料
金
を
口
座

振
替
で
納
入
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
お
客
さ
ま
に
対
し
ま
し
て
は
、

口
座
振
替
納
入
通
知
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
御
代
田
小
沼
水
道
給

水
区
域
の
お
客
さ
ま
に
は
、
検
針

時
に
投
函
す
る「
上
下
水
道
使
用

量
の
お
知
ら
せ
」に
使
用
料
金
お

よ
び
口
座
振
替
日
な
ど
を
記
載
し

て
い
る
の
で
、
二
重
に
お
知
ら
せ

し
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
い
て
は
、
平
成
30
年
４
月
ご

請
求
分
よ
り
上
下
水
道
料
金
の
口

座
振
替
納
入
通
知
書
の
送
付
を
廃

止
し
ま
す
。

　

ま
た
今
後
、
水
道
施
設
の
老
朽

化
に
よ
る
更
新
工
事
を
行
う
必
要

も
あ
り
、
な
る
べ
く
料
金
の
値
上

げ
を
行
わ
ず
、
そ
の
費
用
を
賄
う

た
め
に
、
経
費
削
減
に
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
水
道
課
上
下
水
道
管
理
係
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暖
炉
・
薪
ス
ト
ー
ブ
等

使
用
の
際
の
お
願
い

灯
油
の
流
出
事
故
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

日
本
政
策
金
融
公
庫
か
ら

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
お
知
ら
せ

放
送
大
学
で
学
び
ま
せ
ん
か

平
成
30
年
４
月
生
募
集

御
代
田
小
沼
水
道
給
水
区
域

の
皆
さ
ま
へ
口
座
振
替
納
入
通

知
書
送
付
の
廃
止
に
つ
い
て
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（公社）長野県浄化槽協会からのお知らせ

浄化槽の法定検査が変わります！
　浄化槽法第11条に基づく定期検査を平成30年4月から一新します。
● 浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽をお使いの皆さまに保守点検、清掃のほか年1
回の法定検査（浄化槽法第11条検査）を義務付けています。

● 浄化槽法第11条検査項目に新たに生物化学的酸素要求量（BOD）の検査を加え、より効率的で充実した内容とし
ました。

● BODは、水の汚れを示す重要な指標です。BODを検査することにより、皆さまが排出する生活排水の汚れや浄
化槽の調子（故障等）を知ることができ、修理等早急な対応が可能になります。

● BOD検査導入により検査の効率化（検査項目を一部省略し、検査時間を短縮）が図られ、全てのご家庭で年1回の
法定検査を実施します。

●今後とも法定検査の適正な実施にご協力ください。

問い合わせ先　町民課環境衛生係　（32）3114

（参考）
浄化槽法第11条第１項
　 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年１回、指定検査機関※の行う水質に関する検査を受
けなければならない。

※長野県では、指定検査機関に（公社）長野県浄化槽協会を指定しています。

町の入札結果
平成29年7月から平成29年11月までの町の入札結果（予定価格250万円以上）をお知らせします。

担当課 工　事　名 請負金額
（千円） 請負業者 工      期

町　民　課 平成29年度　旧東原児童館除却工事 6,480 ㈲柳商建設 H29.9.12～H29.10.31

町　民　課 平成29年度　平和台児童館除却工事 4,860 山口工業㈱ H29.9.8～H29.10.31

産業経済課 平成29年度　農山漁村地域整備交付金事業 児玉雨池地区11工区 農業用用排水路工事 12,285 ㈱梅村建設工業 H29.9.12～H30.3.23

建設水道課 平成29年度　町単独　東台12号線　配水管布設替工事 8,305 ㈲高橋設備 H29.9.8～H29.11.2

建設水道課 平成29年度　社会資本整備総合交付金事業 東原1号線　「東原1号橋」　橋梁補修工事 5,292 ㈱梅村建設工業 H29.9.29～ H29.12.28

建設水道課 平成29年度　社会資本整備総合交付金事業 新幹線跨線橋 耐震補強工事 5,076 ㈱エス・エス・ケイ H29.9.29～ H29.12.22

建設水道課 平成29年度　都市再生整備総合交付金事業 上ノ林児玉線2工区　道路改良工事 31,846 ㈲シナノ設備 H29.10.2～ H30.3.28

建設水道課 平成29年度　町単独　平和台団地内3号線支4　道路修繕工事 9,859 ㈱御代田建基 H29.9.29～ H29.12.22

建設水道課 平成29年度　都市再生整備総合交付金事業 久能梨沢線 1工区 道路改良工事 44,318 大井建設工業㈱ H29.11.1～ H30.3.28

建設水道課 平成29年度　都市再生整備総合交付金事業 南浦3号線　2工区 道路改良工事 36,289 大井建設工業㈱ H29.11.1～ H30.3.28

建設水道課 平成29年度　社会資本整備総合交付金事業 面替児玉線「面替橋」橋梁補修工事 27,491 ㈱内堀建工 H29.11.1～ H30.3.28

建設水道課 平成29年度　都市再生整備総合交付金事業 広戸御代田停車場線　２工区 道路改良工事 21,609 山口工業㈱ H29.10.30～ H30.3.28

建設水道課 平成29年度　都市再生整備総合交付金事業 塩野区内線　道路改良工事 14,583 ㈱内堀建工 H29.11.1～ H30.3.28

企画財政課 平成29年度　地方創生拠点整備交付金事業　駐車場造成工事 13,349 山口工業㈱ H29.11.24～ H30.3.28

問い合わせ先　企画財政課財政係　（32）3112

（（99）） みよた広報 やまゆり　 みよた広報 やまゆり　20182018年年11月号月号


